
訪問看護に係る利用料金表 【医療保険ご利用の場合】 

 

各種健康保険、公費医療制度が適用されます。各種資格確認書（マイナ保険証）をご提示 

ください。利用料については次のようになります。 

 

１、基本料金  令和８年6月１日より 

 訪問回数／負担割合 料     金 

 週３回まで 5,550円/日 

 週４回以上 6,550円/日 

 悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケア・褥瘡ケアまたは人工膀胱ケアに係

る研修を受けた看護師 

12,800円/月 

 試験外泊の方 8,500円/回 

 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 5,550円/日 

＊週とは日曜日から土曜日までをいいます。 

 

２、管理療養費 

月の初日 7,710円 

２日目以降 3,010円 

 

３、訪問看護物価対応料 

月の初日 60円 

２日目以降 20円 

 

 

 加算項目 料    金 備      考 

 24時間対応体制加算 6,800円 ２４時間対応体制に看護業務負担軽減の取り組みを行っ

ている場合（契約者のみ） 

 特別管理加算Ⅰ 5,000円 特別な管理を必要とする利用者に対し、状態に応じて必要

なサービスの実施に関する計画的な管理を行った場合 

（特別な管理のうち重症度の高い場合） 

・在宅悪性腫瘍患者指導管理 

・在宅気管切開患者指導管理 

・気管カニューレを使用している状態 

・留置カテーテルを使用している状態 

 特別管理加算Ⅱ 2,500円 （特別な管理）・在宅酸素・ストーマ・褥瘡 

 在宅患者連携指導加算 3,000円  

 在宅患者緊急時カンファレンス加算 2,000円  

 看護・介護職員連携強化加算 2,500円  

 情報提供療養費 1,500円  
 専門管理加算 2,500円 特定行為研修を修了した看護師が、訪問看護実施に関

する計画的な管理を行った場合 
 訪問看護医療DX情報活用加算  50円 

 

電子資格確認により診療情報等を活用して訪問看護を

実施していきます。 

 訪問看護ベースアップ評価料 1,830円  

４、加算（該当する場合、月1回レ印のお料金をご請求いたします） 



 

５、加算（該当する場合、□レ印の料金をその都度請求ご請求いたします。） 

 
６、キャンセル料 
①利用者からサービス利用の中止について、8時〜9時までに連絡をいただければ、予定された 

サービスを中止または変更ができます。この場合、キャンセル料は発生しません。 

②当日9時以降のキャンセルについては、利用者に訪問看護料実費を負担していただきます。 

 

７、自費となるもの 

衛生材料（テープ類、酒精綿） 吸引カーテル等 

 

８、医療保険対象外のサービス利用料 

休業日  (営業日以外の訪問看護)１時間につき       2,000円 

交通費  那須烏山市・那珂川町に居住する方 

1回につき５００円 

 

左記以外に居住する方 

片道１０Km未満1回につき     500円 

片道１０ｋｍ以上２０Km未満 

                          １回につき 1,000円 

片道２０ｋｍ以上１回につき   1,500円 

 

 加算項目 料    金 備考 

 退院時共同指導加算 8,000円 退院する際に主治医等と連携して在宅生活での療養

上必要な指導を行った場合 

 特別管理指導加算 2,000円 特別管理加算対象者のみ（上記に加えて） 

 退院支援指導加算 6,000円 

8,400円 

退院日に療養上必要な指導を行った場合 

  〃         （長時間 １時間３０分以上） 

 難病等複数回訪問加算 4,500円 

8,000円 

１日のうち２回訪問 

       ３回訪問 

 長時間訪問加算 5,200円 

5,200円 

１時間３０分以上/週１回 

厚生労働大臣が定める者/週３回 

 複数名訪問看護加 

・看護師、理学療法士の場合 

・准看護師と同時の場合 

・看護補助者等 

 

4,500円 

3,800円 

3,000円 

 

 訪問看護ターミナルケア療養費Ⅰ 25,000円 利用者の死亡日及び死亡前14日以内に2日以上ターミ

ナルケアを行った場合 

 早朝・夜間 6-8.18-22時 

深夜加算  22‐6 時 

2,100円 

4,200円 

 


